
11
2025（令和７年）

No.748

広報ふじのみやは､自治会の協力で配布しています｡自治会に加入して地域活動に協力しましょう。

奏でるハーモ
ニー心を一つに



　地震や風水害､火山噴火な
ど､突然起こる災害から自分
や家族を守るため､普段から
備えておくことが大切です。
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富士宮市防災マップ

富士宮市わが街ガイド宮まっぷ(防災情報）

　12月7日(日)の｢地域防災の日｣に合わせて､各地
区の自主防災会が主体となり､避難所運営訓練や
炊き出し訓練､消火訓練など､さまざまな防災訓練
を行います。
　夏の総合防災訓練に比べ気候的にも参加しやす
く､実践的な訓練を行う自主防災会も多いので､積
極的に参加してください｡訓練の会場や日程は､各
自主防災会へお問い合わせください。
　県内でも､突然の災害に見舞われ避難生活を余儀
なくされている人たちがいるなど､災害は私たちの
身近で起こっています。
　災害に備えて､事前に｢富士宮市防災マップ｣や
｢富士宮市わが街ガイド宮まっぷ｣で､指定避難所や
避難場所､危険な場所を確認しましょう。

問　危機管理局　☎22-1319

地域防災訓練に参加しよう

身近な犯罪から身を守ろう

市内の犯罪発生状況 (９月８日～10月12日)

静岡県警防犯アプリ｢どこでもポリス」

気付いたら…車のタイヤがない！
ロックナットなどで愛車を守ろう！

自転車盗 ２件　  特殊詐欺 ０件　  車上ねらい ３件
オートバイ盗 １件　  空き巣 ２件　  
部品ねらい 22件　  自動車盗 １件

県内で発生した犯罪や特殊詐欺､
不審者情報､交通事故情報をマッ
プで見ることができます。 iOS版 Android版

災害から命を守るために
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税金を納め忘れていませんか

富士宮市の家計簿

こどもの健やかな成長のために 

こども・こそだて

いきいきライフ

見逃せない情報
／文化会館の予約／確定申告相談会

歩く博物館

暮らしのなかに

わが家のスター／図書館 

ミヤパパプロジェクト 

スポーツ

宮ゼミ

スケジュール 

まちかど写真館
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税金を納め忘れていませんか？

所　口座振替を希望する市内の金融機
関や郵便局の窓口で
　通帳、通帳届出印、納税通知書持

22-1129収納課問

　納税は私たち国民の義務です｡納めた市民税や固定資
産税､国民健康保険税などの税金は､健康や福祉､教育､
道路整備､ごみ収集など､私たちが安心して暮らせる環
境を作るために使われます。
納期限までに納めてください。

　納付書のeL-QRを読み取るか､｢eL
番号(納付書番号)｣を入力すると､ク
レジットカード※やインターネット
バンキングなどで納付できます。
※システム利用料金がかかります。

注意
・紙の領収書は発行されません。
・支払い後は､取り消しができないため､二
重払いに気を付けてください。
・対応するスマホ決済アプリは､「地方税
お支払サイト｣で確認できます。

　納付書の紛失や納め忘れなどの心配
がありません。
手続き

　滞納し､催告をしても連絡や相談がない
場合は､財産を差し押さえられる可能性が
あります。

納税は、法律で定められています いろいろな方法で納付できます

　特別な事情があって期限までに納付できないときは､
早めに相談してください。

期限までに納付できないときは相談を

納付が遅れると

地方税お支払サイト

(例)PayPay　R Pay
　　d払い　auPAY　など
　納付書のeL-QRを読み取ると､
納付できます。

スマホ決済アプリ

納付しないと

延滞金が請求されます。

 　口座振替 (自動振込 )で 　口座振替(自動振込)で

　24時間いつでも納付できます。
※期限を過ぎると納付できません。

 　口座振替 (自動振込 )で 　コンビニエンスストアで

 　口座振替 (自動振込 )で 　地方税お支払サイトやスマホ決済アプリで
災害

本人や家族の病気

事業の
廃止

夜間・休日も相談できます
時　毎週水曜日(祝日を除く)～19:00
　毎月第1日曜日      8:30～17:00

所　市役所１階　収納課窓口

事業者の納付はeLTAXで
　法人市民税と特別徴収の市県民税は､インターネット
を利用して金融機関の口座から直接納付したり､複数の
自治体へ一括して納付できます。

利用できる時間
　平日､毎月最終土曜日､翌日の日曜日
　8:30～24:00
　詳しくは､eLTAXウェブサイトをご覧ください。
　　https://www.eltax.lta.go.jp

ID 4323

休日･夜間もOK

　詳しくは、市公式ウェブサイトをご覧く
　ださい。

失業

HP
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富士宮市の家計簿
令和5年度決算報告令和6年度決算報告

歳 入 645億4,913万円 (前年度比+44億220万円)

　市税が減少しましたが､地方特例交付金､寄附金､物価高騰対策に係る国庫支出金などが
増えたことにより､歳入総額は令和5年度と比べて増額となりました。

一般会計とは切り離され、決められた事業だけを行う会計

一般
会計

特別会計
法令に基づき、原則、独立採算で運営している会計

公営企業会計

歳 　 入 歳 　 出会 計 名

北山財産区 3,062万円 407万円

上井出区財産区 2,782万円 512万円

猪之頭区財産区 3,568万円 562万円

根原区財産区 1,265万円 582万円

介護保険事業

国民健康保険事業  127億9,300万円

128億7,496万円  125億4,066万円

後期高齢者医療事業  37億1,982万円  37億1,614万円

 125億1,862万円

収 入 支 出

水道
事業会計

収益的
収支

資本的
収支

収益的
収支

資本的
収支

収益的
収支

資本的
収支

下水道
事業会計

病院
事業会計

20億2,406万円

 1億9,218万円

 18億2,179万円

 10億8,025万円

 21億9,448万円  19億2,224万円

 3億6,994万円  10億1,703万円

 107億3,230万円

 3億9,013万円

 116億8,610万円

 6億　972万円

会 計 名

自主財源
（市が独自に調達できるお金）
380億14万円
58.9％

依存財源
（国や県から受け取るお金や借金）

265億4,899万円
41.1％ 6億966万円 0.9％

❷使用料・手数料

42億697万円 6.6％
❻その他（分担金・負担金、財産収入など） 37億8,838万円 5.9％

❹繰越金

15億15万円 2.3％
❺諸収入

69億5,785万円 10.8％
❸寄附金

209億3,713万円 32.4％

❶市税
(個人市民税、法人市民税、固定資産税など)

23億6,843万円 3.6％

12その他
(地方譲与税、地方特例交付金など)

28億7,650万円 4.5％
11市債

33億7,697万円 5.2％
❼地方消費税交付金

45億3,228万円 7.0％
❽地方交付税

37億7,427万円 5.9％
10県支出金

96億2,054万円 14.9％
❾国庫支出金
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22-1115財政課 22-1206問

歳 出 612億8,478万円 (前年度比+49億2,623万円)

 財政の健全化を判断する数値は全て基準内です財政は健全です

令和6年度 黒 字
一般会計の赤字の割合
実質赤字比率

令和6年度 黒 字

令和6年度 3.6%

令和6年度 発生していません

一般会計に特別･企業会計も含めた赤字の割合
連結実質赤字比率

標準的な市の財政規模に対して､将来に負担が
見込まれる負債などの割合

将来負担比率

標準的な市の財政規模に対する借金返済額の割合
※25%を超えると早期健全化基準(イエローカード)
　35%を超えると財政再生基準(レッドカード)

※350%を超えると早期健全化基準(イエローカード)

実質公債費比率

　第5次富士宮市総合計画後期基本計画の折り返しとなった令和6年
度は､まちづくりの取り組みを一層加速しつつ､次期総合計画に向けて､
これからの10年間の本市が目指すべき将来都市像を見定めながら､人
口減少や公共施設の老朽化への対策など､将来の財政負担を考慮した
財政運営を行いました。

　都市公園､市営住宅や富士宮駅前広場などの整備事業､こども医療費無償化､学校や保育
所の給食費の補てんなどにより､歳出総額は令和5年度と比べて増額となりました。

198億6,633万円 32.4％

❸民生費
(福祉手当、施設運営など)

158億8,035万円 25.9％

❷総務費
(人件費、施設管理、広報など)

57億576万円 9.3％

❹衛生費
(予防・検診、環境対策など)

80億5,502万円 13.1％

❽教育費
(小中学校、文化・スポーツなど)

46億9,558万円 7.7％

❻土木費
(道路・河川・公園・住宅整備など)

30億8,102万円 5.0％

❾公債費
(借金の返済)

17億1,336万円 2.8％

❺労働費、農林水産業費、商工費
(産業振興など)

19億4,402万円 3.2％

❼消防費
(消防、防災など)

3億4,334万円 0.6％

❶議会費
(議員報酬など)

ID 4685
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自分が虐待をしていないか不安な人は
　虐待の背景には、育児のストレスやこどもの発達特
性、家族や経済的な問題など、さまざまな要因が積み
重なっています。
　自分で自分を追い詰めてしまう前に、相談してくだ
さい。

周囲の人は
　虐待を受けているこどもには､特徴的な行動やサイン
が現れます。
　虐待かどうかはっきりとわからなくても、疑いのある
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た め ら

場合は､こどもを守るためにも､躊躇わずすぐに通報し
てください。
こどもに見られるサイン

□　不自然なアザや火傷の痕がある

□　衣服や身体がいつも汚れている

□　急に痩せた､表情がない､落ち着き
　　がない､乱暴になる

□　家に帰りたがらない､夜遅くまで
　　一人で遊んでいる

□　親を避けている､親がいなくなると
　　表情が明るくなる

□　拒食や過食､むさぼるように食べ
　　るなど､異常な食行動がある

こどもの健やかな
　　　　　　　成長のために

　こどもへの虐待は法律で禁止されています｡イライラ
していたり､こどもが思うとおりに行動しなかった時に
｢しつけのためだから｣と､こどもの体や心を傷つけてい
ませんか。

しつけとは
　こどもの人格や才能を伸ばし､こどもが社会で｢やっ
て良いこと｣｢やってはいけないこと｣の区別をつけられ
るよう､優しく､穏やかに言葉で繰り返し教えることです｡

虐待とは
　こどもが耐え難い苦痛を感じることです。
　｢こどものため｣｢しつけのため｣と考えていても､行き
過ぎた教育や厳しいしつけで､こどもの体や心を傷つけ
れば､それは虐待です。

　体罰によってこどもの行動が変わったとしても､それ
は恐怖心から従っているだけで､決してこどもが自発的
に行動した姿ではありません。

身体的虐待
注意しても言うことを聞かないため､
叩いたり蹴る

いたずらをしたため､長時間正座させ
る､たばこを押し付けてやけどをさせ
るなどの罰を与える

友達を殴ったため､同じようにこども
を殴る

部屋の掃除をしないため､雑巾を顔に
押し付ける

他人の物を盗ったため､頬やお尻など
を叩く

𠮟る時に激しく揺さぶる

心理的虐待
きょうだいを引き合いにしてけなす

こどもの前で家族に暴力をふるう(DV)

｢生まれてこなければ良かったのに｣
などこどもの存在を否定する言葉を
言う

育児放棄・ネグレクト
食事を与えない､病院に連れていかな
い､部屋を不潔にする

家に置き去りにする､自動車の中に放
置する

性的虐待
性器をさわろうとする､自分の陰部を
見せる､はだかの写真を撮るなど性的
な行為をする

家庭でこどもを傷つけていませんか？
～体罰は虐待です～

虐待かも？と思ったら

　地域のこどもへのあいさつは､｢あなたを気に掛けて
いるよ｣｢見守っているよ｣というメッセージです。
　地域の大人から声を掛けられると､こどもは見守られ
ているという安心感を持つことができます。
　また､地域全体で子育てを応援することが､こどもだけ
でなく､子育てをする保護者の安心感にもつながります｡
　日常生活の中で､こどもへ積極的にあいさつをしま
しょう。

地域で声掛けを

　青少年相談センターでは､学校生活や学業､仕事､人間
関係など､さまざまな悩みの相談に応じています。
　困っていること､悩んでいることがある場合は､一人
で抱え込まず相談してください。

生活のしづらさを感じている人は

社会教育課　　　☎22-1188
こども未来課　　☎22-1230　

問 社会教育課　　　☎22-1188
こども未来課　　☎22-1230　

問

児童相談所
全国共通ダイヤル（24時間）

家庭児童相談室

富士児童相談所

富士宮警察署（24時間）

☎189

家庭児童相談室 ☎22-1230

☎22-1230

児童相談所
相談専用（24時間） ☎0120-189-783

☎0545-65-2141

☎23-0110または110

時
問
　平日9:00～17:00(第2･4水曜日は20:00まで)
　小･中学生のこどもに関することは　☎22-0064
　中学校卒業～39歳の人は　☎22-1252
　メール相談
　　 e-sodan@city.fujinomiya.lg.jp

　11月は､｢静岡県子供･若者育成支援推進強調月間｣
｢秋のこどもまんなか月間｣です｡青少年指導員協議
会や市､富士宮警察署などが､街頭キャンペーンを行
い､地域での声掛け､虐待予防を呼び掛けます｡

みんなであいさつ･声掛けキャンペーン
　　11月4日(火)15:00～16:00
　　イオンモール富士宮　南東口･さくらコート･セン
　ターコート

オレンジリボン運動
　　11月７日(金)16:00～16:30
　　イオンモール富士宮　南東口

オレンジライトアップ
　　11月10日(月)～14日(金)18:00～21:00
　　市役所　正面玄関

時
所

時
所

時
所

これらはすべてこどもに対する虐待です（例）生きづらさを感じるこどもや育児に悩む保護者
が増えています
　近年､SNSやインターネットでのトラブル､複雑な家
庭環境､家族からの虐待､いじめなど､こどもを取り巻く
環境は目まぐるしく変化し､深刻になっています。
　年々､不登校や引きこもりのこどもが低年齢化するな
ど､社会生活をうまく送ることができないこどもが増え
ています。
　また､こどもの育てにくさや､子育ての辛さ､悩みなどか
ら､いけないと分かっていても､こどもに手をあげてしまう
保護者もいます。

殴られていいこどもなんていない
～殴っていい大人もいない～
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自分が虐待をしていないか不安な人は
　虐待の背景には、育児のストレスやこどもの発達特
性、家族や経済的な問題など、さまざまな要因が積み
重なっています。
　自分で自分を追い詰めてしまう前に、相談してくだ
さい。

周囲の人は
　虐待を受けているこどもには､特徴的な行動やサイン
が現れます。
　虐待かどうかはっきりとわからなくても、疑いのある
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た め ら

場合は､こどもを守るためにも､躊躇わずすぐに通報し
てください。
こどもに見られるサイン

□　不自然なアザや火傷の痕がある

□　衣服や身体がいつも汚れている

□　急に痩せた､表情がない､落ち着き
　　がない､乱暴になる

□　家に帰りたがらない､夜遅くまで
　　一人で遊んでいる

□　親を避けている､親がいなくなると
　　表情が明るくなる

□　拒食や過食､むさぼるように食べ
　　るなど､異常な食行動がある

こどもの健やかな
　　　　　　　成長のために

　こどもへの虐待は法律で禁止されています｡イライラ
していたり､こどもが思うとおりに行動しなかった時に
｢しつけのためだから｣と､こどもの体や心を傷つけてい
ませんか。

しつけとは
　こどもの人格や才能を伸ばし､こどもが社会で｢やっ
て良いこと｣｢やってはいけないこと｣の区別をつけられ
るよう､優しく､穏やかに言葉で繰り返し教えることです｡

虐待とは
　こどもが耐え難い苦痛を感じることです。
　｢こどものため｣｢しつけのため｣と考えていても､行き
過ぎた教育や厳しいしつけで､こどもの体や心を傷つけ
れば､それは虐待です。

　体罰によってこどもの行動が変わったとしても､それ
は恐怖心から従っているだけで､決してこどもが自発的
に行動した姿ではありません。

身体的虐待
注意しても言うことを聞かないため､
叩いたり蹴る

いたずらをしたため､長時間正座させ
る､たばこを押し付けてやけどをさせ
るなどの罰を与える

友達を殴ったため､同じようにこども
を殴る

部屋の掃除をしないため､雑巾を顔に
押し付ける

他人の物を盗ったため､頬やお尻など
を叩く

𠮟る時に激しく揺さぶる

心理的虐待
きょうだいを引き合いにしてけなす

こどもの前で家族に暴力をふるう(DV)

｢生まれてこなければ良かったのに｣
などこどもの存在を否定する言葉を
言う

育児放棄・ネグレクト
食事を与えない､病院に連れていかな
い､部屋を不潔にする

家に置き去りにする､自動車の中に放
置する

性的虐待
性器をさわろうとする､自分の陰部を
見せる､はだかの写真を撮るなど性的
な行為をする

家庭でこどもを傷つけていませんか？
～体罰は虐待です～

虐待かも？と思ったら

　地域のこどもへのあいさつは､｢あなたを気に掛けて
いるよ｣｢見守っているよ｣というメッセージです。
　地域の大人から声を掛けられると､こどもは見守られ
ているという安心感を持つことができます。
　また､地域全体で子育てを応援することが､こどもだけ
でなく､子育てをする保護者の安心感にもつながります｡
　日常生活の中で､こどもへ積極的にあいさつをしま
しょう。

地域で声掛けを

　青少年相談センターでは､学校生活や学業､仕事､人間
関係など､さまざまな悩みの相談に応じています。
　困っていること､悩んでいることがある場合は､一人
で抱え込まず相談してください。

生活のしづらさを感じている人は

社会教育課　　　☎22-1188
こども未来課　　☎22-1230　

問 社会教育課　　　☎22-1188
こども未来課　　☎22-1230　

問

児童相談所
全国共通ダイヤル（24時間）

家庭児童相談室

富士児童相談所

富士宮警察署（24時間）

☎189

家庭児童相談室 ☎22-1230

☎22-1230

児童相談所
相談専用（24時間） ☎0120-189-783

☎0545-65-2141

☎23-0110または110

時
問
　平日9:00～17:00(第2･4水曜日は20:00まで)
　小･中学生のこどもに関することは　☎22-0064
　中学校卒業～39歳の人は　☎22-1252
　メール相談
　　 e-sodan@city.fujinomiya.lg.jp

　11月は､｢静岡県子供･若者育成支援推進強調月間｣
｢秋のこどもまんなか月間｣です｡青少年指導員協議
会や市､富士宮警察署などが､街頭キャンペーンを行
い､地域での声掛け､虐待予防を呼び掛けます｡

みんなであいさつ･声掛けキャンペーン
　　11月4日(火)15:00～16:00
　　イオンモール富士宮　南東口･さくらコート･セン
　ターコート

オレンジリボン運動
　　11月７日(金)16:00～16:30
　　イオンモール富士宮　南東口

オレンジライトアップ
　　11月10日(月)～14日(金)18:00～21:00
　　市役所　正面玄関

時
所

時
所

時
所

これらはすべてこどもに対する虐待です（例）生きづらさを感じるこどもや育児に悩む保護者
が増えています
　近年､SNSやインターネットでのトラブル､複雑な家
庭環境､家族からの虐待､いじめなど､こどもを取り巻く
環境は目まぐるしく変化し､深刻になっています。
　年々､不登校や引きこもりのこどもが低年齢化するな
ど､社会生活をうまく送ることができないこどもが増え
ています。
　また､こどもの育てにくさや､子育ての辛さ､悩みなどか
ら､いけないと分かっていても､こどもに手をあげてしまう
保護者もいます。

殴られていいこどもなんていない
～殴っていい大人もいない～

広 報 ふ じ の み や 　 2 0 2 5 . 1 1 7 


